
 

会  議  録 

 □全部記録  ■要点記録 

１ 会 議 名      第２回姫路市職員倫理審査会 

２ 開催日時       平成２７年３月２５日（水曜日） １４時００分～１４時３０分 

３ 開催場所       姫路市役所 北別館 ３階 研修室 

４ 出席者又は欠席者名   

（出席者）姫路市職員倫理審査会委員５名 

（事務局）総務局長、職員部長、業務推進課長、業務推進課係長  

 

５ 傍聴の可否及び傍聴人数   

傍聴可、傍聴人なし 

 

６ 議題又は案件及び結論等 

１ 姫路市職員の倫理と公正な職務の確保に関する条例及び規則の一部改正について 

 ２ 職員倫理に関する本市の状況について 

 

  

７ 会議の全部内容又は進行記録 

  詳細については別紙参照 
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１ 開会（１４：００） 

 

２ 姫路市職員の倫理と公正な職務の確保に関する条例及び規則の一部改正について 

 

〔資料１ 条例及び規則の一部改正の内容について説明〕 

 

３ 職員倫理に関する本市の状況について 

 

〔資料２－１、資料２－２、資料３ 職員倫理に関する事項、不当要求行為に関する事

項及び平成２６年度に実施した施策について説明〕 

 

「公園で待ち伏せしていた」という不当要求行為の報告があるが、当該報告後にはない

のか 

 

警察と連携して対応している。それ以降はない。 

 

他都市においては生活保護業務において問題が発生しているようだが、それはないのか。 

 

今年は報告されていない。警察ＯＢを配置したことなどの効果が出ているのかもしれな

い。 

 

グループミーティングにおける意見などは職員に分かるようになっているのか。 

 

主な意見等をまとめ、庁内ＬＡＮで閲覧できるようにしている。 

 

取組みの効果はあったのか 

 

効果の測定は難しいが、職員倫理を考えるきっかけになっていると考えている。 

 

研修やグループミーティングは続けていく予定か 

 

続けていく予定である。 
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４ 連絡事項 

 

〔来年度の審査委員の就任及び審査会の体制について説明し、次期審査会の会長に荒川

委員、副会長に有田委員を選出することを全会一致で決定〕 

 

平成２７年度の審査会は当面開催する予定はなく、審査会に付議すべき事項が生じた場

合に開催することとなる。 

なお、来年３月には１年間の状況報告を行う審査会を開催したい。 

 

以上で、会議を終了する。 

 

閉会（１４：３０） 

 

 

 

 


